
倒壊建物イメージ図
【別紙３】

1. 建物の寸法は幅5,400㎜、奥行3,600㎜、高さ2,400㎜程度とすることとし、建物全体が傾斜しているように作為すること。
2. 建物の材質は屋根、柱、粱及び壁面は木質とすること。
3. 強度は屋根上に隊員が５名程度乗り上げられること。
4. 屋根の勾配は屋根上で活動に支障がないように配慮すること。
5. 壁面及び屋根は、切断・破壊による救出活動に使用する開口部を活動隊が任意に選定できること。なお、構造上切断禁止の箇所がある

場合は、切断禁止箇所が認識できるよう配慮すること。詳細は別途協議する。
6. 運営係員が建物内部への出入りができる出入口を設けること。運営係員用の出入り口は、簡易的な構造で差し支えない。
7. 壁面、屋根には、座屈した状況を表現するペイントを施すこと。色調は、別途協議とする。
8. その他、疑義、提案等ある場合は、別途協議とする。


